
第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
小
中
学
校
等
」
と
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
規
定
す
る
小

学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
並
び
に
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
を
い
う
。 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
立
の
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
に
つ
い
て
地
震
防
災
上
緊
急
に
そ
の
安
全
性
を
確
保
す
る
必
要
性
が

生
じ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
そ
の
設
置
す
る
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
に
係
る
耐
震
診
断
の
実

施
及
び
そ
の
結
果
等
の
公
表
等
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
校
舎
等
の
改
築
又
は
補
強
の
速
や
か
な
実
施
及
び
こ
れ
に

要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
校
舎
等
に

関
す
る
地
震
防
災
上
必
要
な
整
備
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
校
舎
等
」
と
は
、
校
舎
及
び
屋
内
運
動
場
を
い
う
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校
舎
等
」
と
は
、
地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る

（
定
義
） 

（
目
的
） 

公
立
の
小
中
学
校
等
に
お
け
る
地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校
舎
等
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法

（
案
） 

一

  



 

第
三
条 

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
設
置
す
る
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
で
あ
っ
て
地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法

律
第
百
十
一
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
震
に
よ
り
著
し
い
被
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
区
に

存
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
適
用
さ
れ
て
い
る
地
震
に
対
す
る
安
全
性
に
係
る
建
築
基
準
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
条
例
の
規
定
に
適
合
し
な
い
校
舎
等
で
同
法
第
三
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
耐
震
診
断
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
耐
震
診
断
の

実
施
を
義
務
付
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
は
、
前
項
の
耐
震
診
断
の
結
果
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
の
状
況
を
取
り
ま
と
め
、
こ
れ
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
耐
震
診
断
」
と
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を
評
価
す
る

こ
と
を
い
う
。 

３ 

地
方
公
共
団
体
は
、
第
一
項
の
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
校
舎
等
ご
と
に
、
当
該
校
舎
等
の
耐
震
診
断
の
結
果
を
当
該
校
舎

も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
校
舎
等
を
い
う
。 

（
耐
震
診
断
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
等
の
公
表
等
） 

二

 



第
五
条 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
第
三
条
第
一
項
の
耐
震
診
断
の
実
施
に
要
す
る
経
費
の
全
部
を
補
助
す
る
も
の

と
す
る
。 

第
四
条 
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
設
置
す
る
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
の
耐
震
診
断
の
結
果
に
基
づ
き

地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校
舎
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
も
の
の
う
ち
地

震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校
舎
等
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
も
の
を
含
む
。

以
下
「
要
整
備
校
舎
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
そ
の
改
築
又
は
補
強
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
要
整
備
校
舎
等
の
改
築
又
は
補
強
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合

（
以
下
「
国
の
負
担
割
合
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
改
築
又
は
補
強
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。 

（
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
） 

（
校
舎
等
の
改
築
又
は
補
強
の
速
や
か
な
実
施
） 

等
又
は
そ
の
周
辺
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

三

  



 

第
六
条 

地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
要
整
備
校
舎
等
の
改
築
又
は
補
強
で
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
に
つ
き
当
該
地
方
公
共
団
体
が
必
要
と
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
起
こ
し
た
地
方
債
で
、
総
務
大
臣
が
指
定

し
た
も
の
に
係
る
元
利
償
還
に
要
す
る
経
費
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ

３ 

前
項
に
規
定
す
る
要
整
備
校
舎
等
の
改
築
又
は
補
強
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
他
の
法
令
に
よ
る
国
の
負
担
割
合
が
、
同

項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
割
合
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
改
築
又
は
補
強
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
割
合
に
つ

い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
法
令
の
定
め
る
割
合
に
よ
る
。 

一 

要
整
備
校
舎
等
の
改
築
に
要
す
る
経
費 

二
分
の
一 

三 

要
整
備
校
舎
等
の
補
強
の
う
ち
、
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
木
造
以
外
の
校
舎
又

は
屋
内
運
動
場
の
補
強
（
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す
る
経
費 

三
分
の
二 

（
元
利
償
還
金
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
の
算
入
） 

二 
要
整
備
校
舎
等
の
補
強
（
次
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
き
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限

る
。
）
に
要
す
る
経
費 

二
分
の
一
（
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

三
分
の
二
） 

四

 



第
二
条 

第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
平
成
十
七
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債

務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
十
八
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
か
ら

適
用
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

第
七
条 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
参
酌
し
、
私
立
の
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
に
つ
い
て
、
地
震
に
対

す
る
安
全
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。 

ろ
に
よ
り
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
交
付
す
べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
こ
の
法
律
の
失
効
） 

（
国
の
負
担
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
） 

（
施
行
期
日
） 

（
私
立
の
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
に
つ
い
て
の
配
慮
） 

附 

則 

五

  



 

第
四
条 

地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
た
だ
し
、
要
整
備
校
舎
等
の
改
築
又
は

補
強
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
の
う
ち
平
成
二
十
三
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規

定
は
、
こ
の
法
律
の
失
効
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

 
 

附
則
第
五
条
第
一
項
の
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

九 

地
震
防
災
上
改
築

又
は
補
強
を
要
す
る
校

舎
等
の
整
備
の
た
め
の

地
方
債
償
還
費 

地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校
舎
等
の

整
備
の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発

行
に
つ
い
て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
に
係

る
元
利
償
還
金 

千
円
に
つ
き 

 
 

 
 

 
 

七
〇
〇 

 

九 

地
震
防
災
上
改
築
又
は
補

強
を
要
す
る
校
舎
等
の
整
備 

地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校
舎
等
の
整
備

の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い

千
円 

（
地
方
交
付
税
法
の
一
部
改
正
） 

六

 



第
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
交
付
税
法
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
交
付
税
か
ら
適

用
す
る
。 

  

 

の
た
め
の
事
業
費
の
財
源
に

充
て
る
た
め
発
行
に
つ
い
て

同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方

債
に
係
る
元
利
償
還
金 

て
同
意
又
は
許
可
を
得
た
地
方
債
で
公
立
の
小
中
学
校

等
に
お
け
る
地
震
防
災
上
改
築
又
は
補
強
を
要
す
る
校

舎
等
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
十

八
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
総
務

大
臣
が
指
定
し
た
も
の
に
係
る
当
該
年
度
に
お
け
る
元

利
償
還
金 

 

七

  





公
立
の
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
に
つ
い
て
地
震
防
災
上
緊
急
に
そ
の
安
全
性
を
確
保
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
そ
の
設
置
す
る
小
中
学
校
等
の
校
舎
等
に
係
る
耐
震
診
断
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
等
の
公

表
等
を
義
務
付
け
る
と
と
も
に
、
当
該
校
舎
等
の
改
築
又
は
補
強
の
速
や
か
な
実
施
及
び
こ
れ
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の

負
担
又
は
補
助
の
割
合
の
特
例
等
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
校
舎
等
に
関
す
る
地
震
防
災
上
必
要
な
整

備
の
促
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

理 

由 

九

  





こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費
は
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
約
千
二
百
八
十
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
経
費 

一
一

  


